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一斉臨時休業の延長と学校再開に向けて 

校  長 田原 裕  

 

新型コロナウィルスによる感染拡大が続いています。未曽有の危機ともいえる現状に直面している私

たちにとって、自分を含めた周囲の人たちの「命を守る」ことが最も大切であり、いろいろな想いはあ

るにしても、それを最優先に物事が進められることは当然だと考えます。 

3月 3日（火）から臨時休業となり、早 2ヶ月が経過します。その間、修了式、入学式、始業式と 3

日間の登校の機会があった以外は、すべて自宅学習となりました。「学校」は地域の中に建物があるだけ

ではなんら機能せず、そこに人が集うことにより初めて成立するものだと痛感しています。 

改めて GW中に、５月３１日までの臨時休業延長が定められました。さらに人が集う機会が奪われて

しまいますが、それを憂いてばかりでは前に進むことはできません。このような状況だからこそ、自分

は何ができるか、何をすべきかを各自が考え、学校再開後には、一回りも二回りも成長した子どもたち

の姿を見ることを楽しみにしています。 

 

さて、横浜市教育委員会からの通知により、５月中に行われる「遠足（旅行）・集団宿泊行事」につい

ては、「延期または中止、目的地の変更や内容の精選による縮小等、あらゆる状況を想定した実施方法の

検討をするよう」指示されておりました。しかしながら、緊急事態宣言の延長により、8月末までに実

施予定の学校行事等にも同様の見直しをするよう改めて指示が発出されました。 

 

それを受け、本校の「遠足（旅行）・集団宿泊行事」について次のように変更いたします。 

 

◇1年生…PAA     4月 30日(金)             ⇒   中止 

◇2年生…自然教室  5月 22日(金)～23日(土) ⇒   10 月下旬に延期 

◇3年生…修学旅行  6月 10日(水)～12日(金)  ⇒   R3 年 2月下旬に延期 

 

あくまでも、現段階での予定であり、今後の感染拡大の状況によっては、中止という判断をせざるを

得ないことも十分にご理解ください。 

 

今回の延長は 5 月 31 日までの予定です。6 月 1 日からの学校再開を信じて、引き続き、支援と準

備を整えてまいります。 

保護者の皆様におかれましては、休業中の学習支援と心身の健康について、心配や不安を多くかかえ

ていらっしゃるのではないかと拝察いたします。それらについてのご相談がございましたら、遠慮なく

ご連絡くださいますようお知らせいたします。 

なお、休業中の生徒の学習支援と心身の健康への配慮については、横浜市電子申請システムによるメ

ール、もしくは電話等により、学校再開に向け生徒が安心して学校生活を迎えることができるよう、学

習状況の把握と教育相談を行ってまいります。よろしくご理解、ご協力のほど、お願い申しあげます。 

 



４月・５月の行事予定について 

国の緊急事態宣言の発令と、神奈川県からの要請、横浜市からの通達を受けて、現在５月３１日（日）

まで、本校は臨時休業となっております。４月・５月に予定していた行事等は、延期または中止させて

いただきます。 

学校再開後、感染症対策を万全に講じた上での教育活動に見通しが立ったところで、年間行事の計画

の見直しを行います。保護者の皆様にはお待たせ致しますが、決まり次第、その都度、予定を学校便り

等でお知らせ致します。ご了承ください。 

＊休校中の家庭学習について＊ 

川和中学校では、国や横浜市の通知により、長く続いている臨時休業の中でも、「規則正しく生活を送

ること」「教科書での学習も進められるようにすること」「再開後の学習の足掛かりとなる力を身に付け

ること」の３点を考え、家庭で取り組む課題やプリントをホームページにおいて配信しています。    

教職員一同、初めての試みのため、試行錯誤を繰り返しながら作成しております。今まで以上にご家

庭のご支援、ご協力が必要になり、ご不便をおかけするかもしれませんが、どうかご理解いただき、お

子さんの学習支援にご協力いただきますよう、よろしくお願いします。 

 

【家庭学習への学習支援について】 

◎メールでの教育相談の回答を受けて、電話での学習・健康相談を進めていきます。 

◎計画的に学習が進められるように、週ごとの課題を示します。計画表もお配りします。 

◎新しく学習する内容は、分からないところがあるかもしれません。分からないところについては、学 

校が再開した後、授業や状況に応じて補習、復習などの時間をとることで、対応します。 

◎自分から進んで取り組んだり、学習習慣が身に付いてきたり、字を丁寧に書いたりなど、できたこと 

に目を向け認め、是非ほめてください。お子さんのやる気や自信につながります。 

◎教科書の順序通りではなく、場合によっては単元を入れ換えて、調べて分かる内容や一人でもできそ 

うな内容から始めています。「学び合い」「対話」が必要な学習内容については、学校再開後に感染リ 

スクの軽減を図りながら取り組んでいきたいと思います。 

◎家庭でプリントアウトできない場合などは、学校に連絡をいただきご相談ください。 

【課題の提出について】 

・学習内容の習得状況を把握し、できたことを認め、できなかったことをフォローするために、求めら 

れた課題の提出を再開後にお願いします。 

 

学校と家庭と連携を取りながら、この状況を乗り越えていけたらと考えております。お願いばかりで

申し訳ございませんが、ご協力よろしくお願い致します。何かご不明な点がありましたら、学校までご

連絡ください。  

 

 

校内相談窓口について 
安心して学校生活を送ることができるよう、校内相談窓口を設けています。お一人で悩まずにご相談

ください。相談を希望される方は、担任又は担当（生徒指導専任教諭 髙橋 昭）までご連絡ください。 

《学校カウンセラー相談》 

お子さんの学校生活やご家庭での悩みや不安などについて、カウンセラーが相談を受けます。 

◇担 当 カウンセラー 佐藤 紘代   

◇相談日 毎週金曜日 （５月は１５日・２２日・２９日） ８：４５～１７：１５ 

👉お申し込みは、カウンセラー直通ダイヤルまで  ℡ ９４１－７０７５ 

※日程が合わない場合には、都筑区福祉保健センターでも相談を受けることができます。 

区子ども・家庭支援相談 平日 8時 45分～12時 13時～17 時 ℡ ９４８―２３４９ 


